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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前面が開口した箱形形状に構成され、前面枠が開閉可能に軸着された本体枠と、
　前記本体枠内部に、複数の図柄を可変表示する可変表示装置を載置させる載置部材と、
　前記本体枠の左右両側壁に、それぞれ開口して形成された把持用開口部と、
　を備える遊技機において、
　前記把持用開口部に、金属板を折り曲げ形成した保護部材を設け、
　前記保護部材は、
　前記把持用開口部の前後幅と略等しく設定し、断面略コ字状に折り曲げ形成すると共に
、該略コ字状の開口側を前記把持用開口部の上縁部に嵌合させた本体部と、
　前記本体部の内側から略垂直上方に延びる垂直面と、
　前記垂直面の上部を該垂直面と略直交するように折り曲げ形成した支持部と、
　を備え、
　前記支持部は、
　前後に長尺な平面に形成された上面部と、
　前記上面部の後端部から前方やや上側に折り返して設けられた挟み部と、
　を有し、
　前記載置部材の後部の左右端部がそれぞれ前記挟み部と前記上面部との協働で挟み込ま
れ、かつ、前記載置部材の後端の左右部分をそれぞれ前記挟み部の基端部に当接するまで
押し込むことで、前記載置部材を位置決めすることを特徴とする遊技機。
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【請求項２】
前記載置部材は、前記可変表示装置を載置するための載置面を備え、
　前記載置面は、
　当該載置面を切り欠いて形成した切欠片を、前方やや上側に突出するように折曲げ形成
した係合部と、
　前記可変表示装置の各リール同士を仕切る仕切部材の下端部の移動を規制する切欠部と
、
　を備え、
　前記係合部が、前記可変表示装置の後部に係合して、該可変表示装置の上方向及び後方
への移動を規制し、前記切欠部が前記仕切部材の下端部の左右方向及び後方への移動を規
制することで、該可変表示装置を位置決めすることを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、左右両側壁にそれぞれ把持用の開口部が形成された本体枠を備える遊技機に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の遊技機、例えば、パチスロ遊技機は、前面が開口した箱形形状の本体枠と、この本
体枠の開口部の一側方に回動可能に軸支され、開口部を塞ぐように閉止状態で取付けられ
た前面枠とを備える概略構成となっていた。
このうち、本体枠の内部には、ホッパー等のコイン払出装置、複数の図柄を可変表示可能
なリール式等の可変表示装置、および制御装置などが備えられる一方で、前面枠には各種
操作部、並びに、これら操作部の操作状態を検出する検出手段（センサ等）などが備えら
れていたため、パチスロ遊技機は、手で持つには大変重たい装置であった。
【０００３】
このようなパチスロ遊技機の本体枠は通常木製であるが、この本体枠の左右の側壁には、
該側壁を切り欠くことで、当該パチスロ遊技機を持ち運ぶ際に手を差し入れて把持するた
めの開口部が設けられていた。
【０００４】
また、本体枠の内部には、上記した以外に、可変表示装置を載置させる載置部材が、略水
平状態に設けられていた。
この載置部材は、例えば、板状のものであり、該載置部材を組み付け作業者が手で持って
本体枠内の所定位置に保持した状態で、該載置部材を本体枠に対してビス止めすることで
、本体枠に固定されていた。
さらに、可変表示装置は、載置部材上の所定位置に載置された状態で、手前側部分が載置
部材にビス止めされるとともに、奥側部分も本体枠の背面側にビス止めされることで、手
前側部分と奥側部分とが共に位置決め固定されていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の構成では、パチスロ遊技機を持ち運ぶ際に、本体枠の側壁の開
口部を把持した手が、該開口部のギザギザした角やガサガサした断面部分などに当たって
痛いなどの問題があった。
【０００６】
さらに、何らかのものを開口部から差し込んで、可変表示装置などに不正行為が行われる
可能性があった。
【０００７】
また、載置部材を取付ける際には、本体枠内の所定位置に保持してビス止めする必要があ
ったため、位置決めが面倒であるという問題があった。
【０００８】
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さらに、可変表示装置は、手前側に加えて、奥側までもビス止めする必要があったため、
位置決め固定が容易でないという問題があった。
【０００９】
この発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、持ち運びの際に開口
部の角などに手が当たらないようにすることや、載置部材の位置決めを容易になし得るこ
とを実現する遊技機を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、
請求項１記載の発明は、
前面が開口した箱形形状に構成され、前面枠が開閉可能に軸着された本体枠と、
　前記本体枠内部に、複数の図柄を可変表示する可変表示装置を載置させる載置部材と、
　前記本体枠の左右両側壁に、それぞれ開口して形成された把持用開口部と、
　を備える遊技機において、
　前記把持用開口部に、金属板を折り曲げ形成した保護部材を設け、
　前記保護部材は、
　前記把持用開口部の前後幅と略等しく設定し、断面略コ字状に折り曲げ形成すると共に
、該略コ字状の開口側を前記把持用開口部の上縁部に嵌合させた本体部と、
　前記本体部の内側から略垂直上方に延びる垂直面と、
　前記垂直面の上部を該垂直面と略直交するように折り曲げ形成した支持部と、
　を備え、
　前記支持部は、
　前後に長尺な平面に形成された上面部と、
　前記上面部の後端部から前方やや上側に折り返して設けられた挟み部と、
　を有し、
　前記載置部材の後部の左右端部がそれぞれ前記挟み部と前記上面部との協働で挟み込ま
れ、かつ、前記載置部材の後端の左右部分をそれぞれ前記挟み部の基端部に当接するまで
押し込むことで、前記載置部材を位置決めすることを特徴としている。
【００１１】
本体枠は、例えば、木製であるが、木製に限らず樹脂製でもよい。
【００１２】
また、保護部材のうち、把持用開口部の角に対応する部分や、一方の角から他方の角に亘
る部分（側壁の外側から把持用開口部の上面にかけての部分、把持用開口部の上面に対応
する部分、把持用開口部の上面から側壁の内側にかけての部分）は、曲面形状としてもよ
く、このようにした場合、手触りがよりソフトになる。
【００１３】
また、載置部材は、例えば、板状のものであり、その左右幅は、本体枠の内側の左右幅と
ほぼ等しく設定されている。支持部は、例えば、その上面により、載置部材の左右の縁部
を下側から支持するものである。
【００１４】
この請求項１記載の発明によれば、載置部材を取付ける際には、載置部材の後部の左右端
部をそれぞれ挟み部と上面部との協働で挟み込み、かつ、載置部材の後端の左右部分をそ
れぞれ挟み部の基端部に当接するまで押し込むことで、載置部材を位置決めするので、従
来に比べて、取付作業の際の位置決めが容易になる。
　しかも、保護部材は把持用開口部の前後幅と略等しく設定し、断面略コ字状に折り曲げ
形成すると共に、該略コ字状の開口側を把持用開口部の上縁部に嵌合させる本体部と、本
体部の内側から略垂直上方に延びる垂直面と、該垂直面の上部を該垂直面と略直交するよ
うに折り曲げ形成した支持部と、を有する保護部材を本体枠に取付けるので、支持部の取
付けも同時に成し得ることができ、遊技機の製造工程を短縮し、人件費などのコストダウ
ンが可能となる。
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　さらに、保護部材の支持部は、把持用開口部よりも上方に位置するので、不正行為を行
う目的で、把持用開口部を介して該把持用開口部より上側部分に何らかのものを差し込も
うとする際に、この侵入を載置部材又は支持部が阻止できるので、不正行為が行われる可
能性を低減できる。
【００１５】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の遊技機において、
前記載置部材は、前記可変表示装置を載置するための載置面を備え、
　前記載置面は、
　当該載置面を切り欠いて形成した切欠片を、前方やや上側に突出するように折曲げ形成
した係合部と、
　前記可変表示装置の各リール同士を仕切る仕切部材の下端部の移動を規制する切欠部と
、
　を備え、
　前記係合部が、前記可変表示装置の後部に係合して、該可変表示装置の上方向及び後方
への移動を規制し、前記切欠部が前記仕切部材の下端部の左右方向及び後方への移動を規
制することで、該可変表示装置を位置決めすることを特徴としている。
【００１６】
　係合部は、例えば、載置部材の奥側の上面から前方やや上側に突出して設けられ、載置
部材上に載置された可変表示装置を、奥側に押し込むことで、係合部が可変表示装置の後
部に係合するようになっている構成が挙げられる。この場合、載置部材の係合部を可変表
示装置の後部に係合させた状態で、該可変表示装置の手前側部分を、ビス止めなどにより
載置部材に固定すれば、可変表示装置の後部（奥側部分）及び手前側が、ともに位置決め
固定されるこの場合、従来のように、可変表示装置の後部を、本体枠にビス止めしたりす
る必要がないので、可変表示装置の位置決め固定が容易になる。
【００１７】
　この請求項２記載の発明によれば、載置部材は、可変表示装置を載置するための載置面
に、この載置面を切り欠いて形成した切欠片を、前方やや上側に突出するように折曲げ形
成した係合部と、可変表示装置の各リール同士を仕切る仕切部材の下端部の移動を規制す
る切欠部と、を備え、係合部が、可変表示装置の後部に係合して、可変表示装置の上方向
及び後方への移動を規制し、切欠部が仕切部材の下端部の左右方向及び後方への移動を規
制することで、可変表示装置が位置決めされるので、可変表示装置の位置決めが容易にな
る。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
本実施の形態は、本発明に係る遊技機の適例としてのスロットマシン、中でも特にパチス
ロ遊技機について説明を行うものである。
【００２７】
先ず、図２に示すように、パチスロ遊技機１００の本体部１の機枠（本体枠）１ａの片側
には前面枠２が開閉可能に軸着されており、図１に示すように、前面枠２を閉じた状態で
は本体部１の前面に前面枠２が設けられた状態となるようにされている。
【００２８】
図１に示すように、前面枠２の前面には、音声による遊技の演出を行うスピーカ部３，３
、表示により遊技の演出を行う演出表示装置４ａを透視可能な演出表示窓４、内部に設け
られたリール２０ａ，２０ｂ，２０ｃを透視可能なリール表示窓５、コインの投入を行う
ためのコイン投入口６、コインのクレジット枚数を表示するクレジット枚数表示部７、コ
インの払い出し枚数を表示する払出枚数表示部８、限度枚数（例えば、３枚）のコインの
ベットを行うためのマックスベットボタン９、コインのベットを１枚ずつ行うための１ベ
ットボタン１０、遊技の進行に関する表示を行う遊技進行表示部１１、クレジットされた
コインの払出を行うためのコイン返却スイッチ１２、リール２０ａ～２０ｃの回転を開始
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させることで可変表示遊技を開始するためのスタートレバー１３、リール２０ａ，２０ｂ
，２０ｃの回転をそれぞれ停止させるためのストップボタン１４ａ，１４ｂ，１４ｃ、前
面枠２を開くための鍵が差し込まれる鍵穴１５、前面枠２の前面の下部領域を構成する飾
り板部１６等が設けられ、さらに、前面枠２の前面の最下部には灰皿１７および払い出さ
れたコインを貯留する下皿１８が配設されている。
【００２９】
図２に示すように、本体部１の機枠１ａの内部には、複数の図柄を可変表示可能なリール
装置（可変表示装置）２００、コインの貯留および下皿１８へのコインの払い出しを行う
ホッパー８０、このホッパー８０からオーバーフローしたコインを貯留する貯留箱９０、
電源基板（図示略）を収容する基板ボックス７５、遊技に関する制御を行う制御装置７０
等が設けられている。
【００３０】
このうち、制御装置７０は、ホッパー８０によるコインの払い出し動作、リール装置２０
０によるリール２０ａ～２０ｃを回転動作の他、演出表示装置４ａやその他の表示部によ
る表示動作の制御を行うようになっている。
【００３１】
また、リール装置２００は、各々複数の図柄が付されたリール２０ａ～２０ｃ、該リール
２０ａ～２０ｃを回転駆動させるためのステッピングモータ（図示略）、リール２０ａ～
２０ｃ同士を仕切る仕切り部材（仕切部材）２１，２１，２１、および、前面開口した箱
形形状に構成されてリール２０ａ～２０ｃを収容したリール収容部材２２等を備えている
。
このリール装置２００は、機枠１ａの内側に略水平状態に固定された載置部材６０（詳細
は後述）の上面に載置されている。
【００３２】
パチスロ遊技機１００は、以上のように概略構成されていて、以下に説明するようにして
遊技が行われるようになっている。
【００３３】
先ず、コイン投入口６よりコインを投入した状態で、或いは、マックスベットボタン９又
は１ベットボタン１０の操作によりベットを行った状態で、スタートレバー１３を操作す
る。
すると、リール装置２００のステッピングモータにより、リール２０ａ～２０ｃが回転駆
動され、これによりリール２０ａ～２０ｃに付された複数の図柄がリール表示窓５にて移
動する可変表示遊技が行われる。
その後、ストップボタン１４ａ～１４ｃを操作することでリール２０ａ～２０ｃの回転駆
動がそれぞれ停止され、リール表示部５において、各リール２０ａ～２０ｃ毎に３つずつ
の図柄が停止表示される。
このように、コイン投入口６にコインが投入されたことなどに基づき所定の遊技が行われ
た結果、リール表示部５にて予め設定された有効な表示ライン上において停止表示された
図柄の組合せに応じて、コインの払い出しの有無などが決定される。
また、特に、可変表示遊技の結果、リール表示部５にて停止表示された図柄が、表示ライ
ン上において特定表示結果（例えば、７，７，７のぞろ目など）となると特別遊技状態を
発生して所定の遊技価値（例えば、コインの大量獲得が可能な状態など）を付与可能とな
る。
通常の遊技中、又は特別遊技状態において、コインの払い出しがある場合には、所定数の
コインがクレジットされるか、又は、ホッパー８０から下皿１８に払い出される。
【００３４】
次ぎに、本発明に係る要部の構成について説明する。
【００３５】
先ず、図３に示すように、本体部１の機枠（本体枠）１ａは、例えば、各々合板などから
なる上下の面板と左右の側壁１０１，１０２とを矩形枠状に組み立てる一方で、該矩形枠



(6) JP 4083958 B2 2008.4.30

10

20

30

40

50

の裏側に、同じく合板などからなる奥側の面板を設けることで、前面が開口した箱形形状
に構成されている。
なお、機枠１ａは、樹脂などを、前面が開口した箱形形状に成型したものであってもよい
。
【００３６】
このような機枠１ａの左右の両側壁１０１，１０２には、当該パチスロ遊技機１００を持
ち運ぶ際に手を差し入れて両側壁１０１，１０２を把持するための把持用開口部１１１，
１１２が、それぞれ形成されている。
この開口部１１１，１１２は、例えば、長手方向が、当該パチスロ遊技機１００のほぼ前
後方向となっている。
なお、この開口部１１１，１１２は、手前側（前側）が低くなるように、その長手方向が
傾斜していてもよいし、該長手方向が略水平であってもよい。
【００３７】
このような開口部１１１，１１２の上縁部には、図４及び図５に示すように、本発明に係
る保護部材４０，４０が設けられている。
【００３８】
保護部材４０は、図３に示すように、例えば、金属板を折り曲げ形成したものであり、開
口部１１１，１１２の上縁部に手が直接触れるのを防止するための本体部４１と、リール
装置２００が載置された載置部材６０を支持するための支持部５０とを備えて概略構成さ
れている。
【００３９】
このうち、本体部４１は、図３及び図５（開口部１１１側の図示を省略）に示すように、
例えば、金属板等を断面略コ字状に折り曲げ形成したものであり、その前後幅が、開口部
１１１，１１２の前後幅と略等しく設定されている。
このような本体部４１は、略コ字形状の開口側を開口部１１１，１１２の上縁部に嵌合さ
せることで、機枠１ａの側壁１０１，１０２のうち、開口部１１１，１１２の上縁部の外
側から内側にかけての部分を覆った状態に配設されている。このように開口部１１１，１
１２の上縁部に保護部材４０の本体部４１が配設されることで、開口部１１１，１１２に
手を差し入れてパチスロ遊技機１００を持ち運ぶ際に該上縁部に手が直接触れてしまうこ
とが防止されている。
なお、保護部材４０の本体部４１のうち、開口部１１１，１１２の角に対応する部分や、
一方の角から他方の角に亘る部分は、曲面形状としてもよく、この場合、手触りがよりソ
フトになる。
【００４０】
他方、保護部材４０のうち、支持部５０は載置部材６０の左右の縁部の一方ずつを支持し
て該載置部材６０を略水平状態に保つためものであり、当該保護部材４０の本体部４１と
一体形成されている。
この支持部５０は、例えば、前後に長尺な平面に形成された上面部５１と、この上面部５
１の後端側（具体的には、例えば、後端部）から、前方やや上側に折り返して設けられ、
該上面部５１との協働で載置部材６０の後部を挟み込む挟み部５２とを備えている。
保護部材４０は、例えば、この支持部５０と本体部４１とを含めて、金属板等を折り曲げ
形成したものであり、本体部４１の一方の側（内側）を含んで、該一方の側（内側）から
略垂直上方に延びる垂直面４４の上部を、該垂直面４４と略直交するように折曲げ形成す
ることで、支持部５０の上面部５１が設けられている。
【００４１】
加えて、保護部材４０の支持部５０には、載置部材６０の手前側面６２（後述）を固定す
るための固定部５５が形成されている。
この固定部５５は、例えば、上面部５１の手前側部分を、略垂直下方に折曲げ形成したも
のであり、該固定部５５には、ビスなどの止着部材が螺入される止着穴５６が形成されて
いる。
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【００４２】
また、保護部材４０の垂直面４４には、該保護部材４０を機枠１ａの側壁１０１，１０２
に取付けるための止着穴４３，４３が形成されており、機枠１ａの内側から止着穴４３，
４３を介して側壁１０１，１０２に対してビスなどの止着部材を螺入することで、保護部
材４０が側壁１０１，１０２に固定されている。
なお、この際、支持部５０が、開口部１１１，１１２の外側から内側にかけての部分を覆
う本体部４１および垂直面４４よりも上側となるようにされている。
【００４３】
他方、載置部材６０は、図３に示すように、例えば、奥行きが支持部５０の上面部５１と
略同一に設定され、かつ、左右幅が機枠１ａの内側の左右幅と略同一に設定された金属製
の板状のものである。
この載置部材６０は、リール装置２００を載置するための載置面６１と、この載置面６１
の手前側が略垂直下方に短く折り曲げられた手前側面６２とを備えて概略構成されている
。
【００４４】
このうち、載置面６１のやや後部よりの位置には、リール装置２００の後部に係合して、
該リール装置２００の後部を位置決めするための係合部６３が設けられている。この係合
部６３は、例えば、載置面６１を切り欠くことで形成された切り欠き片（切欠片）を、前
方やや上側に突出するように折曲げ形成することにより構成されたものである。
さらに、載置面６１のうち、リール装置２００が載置される部分を避けた位置、具体的に
は、例えば、載置面６１のうち、左右いずれか一方よりの位置には、配線類を挿通するた
めの配線用挿通孔６７が形成されている。この配線用挿通孔６７に挿通される配線類には
、例えば、載置面６１よりも上方に位置するリール装置２００や制御装置７０と、該載置
面６１よりも下方に位置する基板ボックス７５やホッパー８０とを電気的に接続する電気
配線などが含まれる。
また、載置部材６０のうち、載置面６１から手前側面６２にかけての部分には、リール装
置２００の仕切り部材２１，…（図２参照）の下端部の左右方向及び奥側への移動を規制
して、リール装置２００を位置決めするための位置決め用切り欠き部（切欠部）６６，６
６，６６が形成されている。
加えて、載置部材６０の手前側面６２の左右の縁部には、ビスなどの止着部材を挿通して
、載置部材６０を保護部材４０の固定部５５に固定するための止着穴６４，６４が形成さ
れている。
さらに、手前側面６２の中央部の左右には、ビスなどの止着部材が螺入されて、該載置部
材６０にリール装置２００の下部（リール収容部材２２の下部）が固定される止着穴６５
，６５が形成されている。
【００４５】
次ぎに、載置部材６０およびリール装置２００の取付け作業について説明する。
【００４６】
載置部材６０を支持部５０，５０に取付けるには、先ず、図４に示す状態となるように、
載置部材６０を所定位置に位置決めする。
この位置決めを行うためには、先ず、図６の（ａ）に示すように、載置部材６０を、機枠
１ａの前方から支持部５０，５０の上面部５１，５１上をスライドさせて、後方（矢印Ｃ
方向）に押し込む。
これにより、図６の（ｂ）に示すように、該載置部材６０の後部の左右端部がそれぞれ挟
み部５２，５２と上面部５１，５１とにより挟み込まれ、かつ、該載置部材６０の後端の
左右部分がそれぞれ挟み部５２，５２の基端部に当接した状態となり、図４に示すように
該載置部材６０の後部が位置決めされる。
なお、この段階で、載置部材６０の手前側面６２も、支持部５０，５０の固定部５５，５
５に当接することで後方への移動が規制され、位置決めされた状態となる。
このように位置決めされた載置部材６０は、手前側面６２の止着穴６４，６４を介して固
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定部５５，５５の止着穴５６，５６にビス３０，３０を螺入することで、支持部５０，５
０に対し固定される。
この状態では、載置部材６０の後部の左右の端部は、支持部５０，５０の挟み部５２，５
２および上面部５１，５１によって、後方ならびに上下方向への移動が規制されている一
方で、載置部材６０の手前側面６２も支持部５０，５０の固定部５５，５５に固定されて
いる。
つまり、載置部材６０は、後部（奥側部分）と前部（手前側部分）がともに支持部５０，
５０に対し固定された状態となる。
【００４７】
次ぎに、このように所定位置に固定された載置部材６０上にリール装置２００を取り付け
るには、先ず、リール装置２００を所定位置に位置決めする。
この位置決めを行うためには、先ず、図７の（ａ）に示すように、リール装置２００の後
部を載置部材６０の載置面６１上に載置し、次いで、図７の（ｂ）に示すように、リール
装置２００の後部に載置部材６０の係合部６３が係合するまで該リール装置２００を後方
（矢印Ｄ方向）に押し込む。
なお、ここで、リール装置２００のリール収容部材２２の後部には、係合部６３が係合さ
れる被係合部（例えば、被係合孔など）が設けられていることとする。
従って、リール装置２００が後方に押し込まれることで、リール装置２００の後部は、載
置面６１により下方向への移動が規制されるのは無論のこと、係合部６３により上方向お
よび後方への移動が規制された状態となる。
また、この状態では、リール装置２００の各仕切り部材２１，…の下部が、載置部材６０
の位置決め用切り欠き部６６，…に入り込み、該位置決め用切り欠き部６６，…によって
、左右及び後方への移動が規制されて位置決めされた状態となる。
このように位置決めされたリール装置２００は、該リール装置２００のリール収容部材２
２の下部に形成された止着穴２２ａ，２２ａを介して、載置部材６０の手前側面６２の止
着穴６５，６５に対しビスなどの止着部材を螺入することで、載置部材６０に固定される
。
即ち、リール装置２００の後部は、係合部６３により載置部材６０に固定され、リール装
置２００の手前側は、止着部材により載置部材６０に固定された状態となる。
従って、例えば、リール装置２００を、手前側部分に加えて、奥側部分までもビス止めし
たりする必要がないため、リール装置２００の位置決め固定が容易である。
【００４８】
以上のように、本発明に係るパチスロ遊技機１００によれば、各開口部１１１，１１２の
上縁部に配設された保護部材４０，４０の本体部４１，４１により、該上縁部に手が直接
触れるのを防止できるので、開口部１１１，１１２に手を差し入れてパチスロ遊技機１０
０を持ち運ぶ際に、手が開口部１１１，１１２の角や断面部分などに触れて痛くなったり
傷ついたりすることがない。
【００４９】
さらに、リール装置２００を載置させる載置部材６０を支持する支持部５０が、本体部４
１と一体的に設けられているので、部品点数が少なくて済むとともに、保護部材４０を機
枠１ａに取付けることで、本体部４１と支持部５０の取付けを同時に成し得るので、パチ
スロ遊技機１００の製造工程を短縮でき、人件費などのコストダウンが可能となる。
しかも、支持部５０，５０は、開口部１１１，１１２よりも上方に位置するので、不正行
為を行う目的で、開口部１１１，１１２を介して開口部１１１，１１２より上側部分に何
らかのもの（棒状のものなど）を差し込もうとする際に、この侵入を載置部材６０又は支
持部５０が阻止できる。
従って、例えば、リール装置２００などに不正行為が行われる可能性を低減できる。
【００５０】
また、載置部材６０を取付ける際には、該載置部材６０を、機枠１ａの前方から支持部５
０，５０の上面部５１，５１上をスライドさせて、該載置部材６０の後部の左右端部がそ
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れぞれ挟み部５２，５２と上面部５１，５１との間隔に挟み込まれ、かつ、該載置部材６
０の後端の左右部分がそれぞれ挟み部５２，５２の基端部に当接するまで押し込むことで
、該載置部材６０が位置決めされる。
従って、従来のように、載置部材６０を機枠１ａ内の所定位置に保持して該載置部材６０
を機枠１ａにビス止めしたりする必要が無く、従来に比べて載置部材６０の取付作業が容
易になる。
【００５１】
加えて、開口部１１１，１１２が、手前側が低くなるように傾斜した構成とした場合には
、１人で機枠１ａの後ろ側からパチスロ遊技機１００を持つ際に、パチスロ遊技機１００
の全体が後ろに傾くため、パチスロ遊技機１００の持ち運びが容易になる。
【００５２】
なお、本発明はこの実施の形態のパチスロ遊技機１００に限られるものではなく、例えば
、その他のパチスロ遊技機、コインではなく遊技球を用いて遊技を行うパチスロ遊技機、
パチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機などの弾球遊技機等にも適用可能で
ある。
また、上記の実施の形態では、保護部材４０には、支持部５０が一体的に設けられている
例を示したが、支持部５０は、保護部材４０（の本体部４１や垂直面４４）と別体に構成
され、機枠１ａに対し別途取り付けられた支持部材であってもよい。
加えて、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意
図される。
【００５３】
【発明の効果】
請求項１記載の発明に係る遊技機によれば、載置部材を取付ける際には、載置部材の後部
の左右端部をそれぞれ挟み部と上面部との協働で挟み込み、かつ、載置部材の後端の左右
部分をそれぞれ挟み部の基端部に当接するまで押し込むことで、載置部材を位置決めする
ので、従来に比べて、取付作業の際の位置決めが容易になる。
　しかも、保護部材は把持用開口部の前後幅と略等しく設定し、断面略コ字状に折り曲げ
形成すると共に、該略コ字状の開口側を把持用開口部の上縁部に嵌合させる本体部と、本
体部の内側から略垂直上方に延びる垂直面と、該垂直面の上部を該垂直面と略直交するよ
うに折り曲げ形成した支持部と、を有する保護部材を本体枠に取付けるので、支持部の取
付けも同時に成し得ることができ、遊技機の製造工程を短縮し、人件費などのコストダウ
ンが可能となる。
　さらに、保護部材の支持部は、把持用開口部よりも上方に位置するので、不正行為を行
う目的で、把持用開口部を介して該把持用開口部より上側部分に何らかのものを差し込も
うとする際に、この侵入を載置部材又は支持部が阻止できるので、不正行為が行われる可
能性を低減できる。
【００５４】
請求項２記載の発明に係る遊技機によれば、載置部材は、可変表示装置を載置するための
載置面に、この載置面を切り欠いて形成した切欠片を、前方やや上側に突出するように折
曲げ形成した係合部と、可変表示装置の各リール同士を仕切る仕切部材の下端部の移動を
規制する切欠部と、を備え、係合部が、可変表示装置の後部に係合して、可変表示装置の
上方向及び後方への移動を規制し、切欠部が仕切部材の下端部の左右方向及び後方への移
動を規制することで、可変表示装置が位置決めされるので、可変表示装置の位置決めが容
易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る遊技機として例示するパチスロ遊技機を示す正面図である。
【図２】前面枠を開放した状態のパチスロ遊技機を示す正面図である。
【図３】本体枠と載置部材と保護部材を示す分解斜視図である。
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【図４】本体枠に保護部材と載置部材を取り付けた状態を示す斜視図である。
【図５】図４のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図６】載置部材の取付けを示す図であり、このうち（ａ）は押し込み動作を示し、（ｂ
）は押し込み動作後に固定した状態を示す。（ｂ）は、図２のＢ－Ｂ矢視断面図でもある
（可変表示装置を省略）。
【図７】可変表示装置の取り付けを示す図であり、このうち（ａ）は押し込み動作を示し
、（ｂ）は押し込み動作後に固定した状態を示す。（ｂ）は、図２のＢ－Ｂ矢視断面図で
もある。
【符号の説明】
１ａ　　　機枠（本体枠）
２０ａ，２０ｂ，２０ｃ　　リール
２１　　　仕切部材
４０　　　保護部材
４１　　　本体部（保護部材）
４４　　　垂直面（保護部材）
５０　　　支持部（支持部、支持部材）
５１　　　上面部
５２　　　挟み部
６０　　　載置部材
６１　　　載置面
６３　　　係合部
６６　　　切欠部
１００　　パチスロ遊技機（遊技機）
１０１　　側壁
１０２　　側壁
１１１　　把持用開口部
１１２　　把持用開口部
２００　　リール装置（可変表示装置）
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